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財政的援助団体等監査の実施について 

 

１ 監査の基本方針 

 地方自治法第１９９条第７項の規定及び肝付町監査基準に基づき、令和５年度に財政

的援助（補助金交付等）を与えた団体等の中から１２団体（１４事業）を抽出して実施

した。 

 

２ 監査の方法 

 監査の実施にあたっては、財政援助団体等に監査の実施に必要な資料の提出を求め、

提出された事務事業の執行状況等の資料及び関係書類について、照合、通査その他必要

と認める手続によって実施するとともに、所管課及び各団体の代表者等から説明を聴取

するなどの方法で実施した。 

また、財政援助団体等監査における監査の着眼点や対象団体及び実施場所、実施期間

については以下のとおりとした。 

 

（１） 監査の着眼点 

① 補助金の交付手続及び時期は適正か。 

② 補助事業は、目的に沿って効率的に執行されているか。 

③ 補助団体等の補助金に関する会計経理は、適正に処理されているか。 

④ 補助金の交付申請及び実績報告は、適正に行われているか。 

 

（２） 監査の対象団体 

№ 団体名 対象事業名 所管課 

1 肝付町振興会長連絡協議会 振興会長連絡協議会補助金 総務課 

2 対象者 ３件 ふるさと納税返礼品開発等支援補助金 企画調整課 

3 （福）本城福祉会 保育所等整備交付金 福祉課 

4 （福）南日福祉会 
障害児保育事業 福祉課 

保育対策総合支援事業 福祉課 

5 （一財）肝付町農業振興センター 
運営負担金 農業振興課 

雇用就農事業補助金 農業振興課 

6 肝付町農林業技術員連絡協議会 運営補助金 農業振興課 

7 肝付町認定農業者連絡協議会 運営補助金 農業振興課 

8 肝付町科学する農業研究会 運営補助金 農業振興課 

9 第５肝付野菜生産組合 活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金 農業振興課 

10 高山猟友会 有害鳥獣捕獲隊運営補助金 林務水産商工課 

11 肝付町体育協会 運営補助金 生涯学習課 

12 肝付町青少年育成町民会議 運営補助金 生涯学習課 

 

（３） 監査の実施場所及び実施期間 

① 実施場所 監査委員室・第５肝付野菜生産組合における事業実施現場 

② 実施期間 書類審査：令和６年１１月１１日～１３日（３日間） 

     現地調査：令和６年１１月１２日  
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１． 肝付町振興会長連絡協議会 
 

    ○ 監査年月日   令和６年１１月１１日 

    ○ 事 業 名   振興会長連絡協議会補助金 

    ○ 代 表 者   肝付町振興会長連絡協議会 会長 原口 泉 

    ○ 交付の種類   補助金（町） 

    ○ 交 付 額   ７００，０００円 

    ○ 交付年月日   令和５年５月２２日 

 

① 事業の目的 

振興会相互の親睦と協調を密にして、共通の課題の解決を図るとともに、

各振興会員の福祉増進に努め、以って町の発展に寄与する。 

 

② 組織の概要（監査時点） 

会長１名、副会長兼会計１名、書記１名、監事２名、地区評議員２０名 

 

③ 会計の概要 

 決算額 

  歳 入：１，６７８，７１４円 

歳 出：１，２２４，２３１円 

  繰越額：  ４５４，４８３円 

 歳入の主なものとして、会費 198,000円、補助金 700,000円（町）、前年度

繰越金 608,707円等である。 

 歳出の主なものとして、地区部会費 304,000円、評議員手当 257,000円、総

会などの会議費 179,890円等である。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 コロナウイルス感染拡大防止の影響により、全体参加の総会・町外研修な

どが開催できなかったが、令和５年度より再開することができ、振興会相互

の親睦を図ることができた。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など適正に処理され、目

的に沿って概ね問題なく執行されているが、手当における役員行動費に対す

る支出について、会則を改正しその支給に係る内容を明記されたい。 

振興会活動は地域にとって大変重要な取り組みと考えられるので、引き続

き、活動に努められたい。 
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２． ふるさと納税返礼品開発等支援補助金 
 

    ○ 監査年月日   令和６年１１月１１日 

    ○ 事 業 名   ふるさと納税返礼品開発等支援補助金 

    ○ 交付対象者   ふるさと納税返礼品開発等に取り組む事業者 ３件 

    ○ 交付の種類   補助金（町） 

    ○ 交 付 額   １，４６０，０００円 

    ○ 交付年月日   令和５年１１月６日～令和６年４月８日 

 

① 事業の目的 

肝付町におけるふるさと納税返礼品の品揃え充実と町内事業者等の販路拡

大及び事業継続を支援し、地場産業の振興に寄与する。 

 

② 組織の概要（補助対象者） 

 肝付町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱及び募集要領の要件

に該当し、肝付町ふるさと納税返礼品取扱事業者及び取扱事業者となる見込

みのある者。 

 

③ 会計の概要 

肝付町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱及び募集要領の規定

に基づき、町補助金により補助対象経費の４分の３以内の額（５０万円を限

度）を交付している。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 事業を活用し、生産能力の拡大とコスト削減によりふるさと納税返礼品と

して登録することができた。また、新たなロゴシールやパンフレットなどを

作成し、多数の返礼品を登録することができ、寄附件数の拡大に取り組むこ

とができた。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など適正に処理され、目的

に沿って問題なく執行されている。 

ふるさと納税は本町にとって貴重な財源である。ふるさと納税が低迷してい

る本町にとって、リピーターを増やすために多数の返礼品を登録することは喫

緊の課題である。このように、町内事業者の販路拡大・地場産業の振興発展の

ためにも、投資に値する支援補助金であると思われる。 
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３．社会福祉法人本城福祉会 
 

    ○ 監査年月日   令和６年１１月１１日 

    ○ 事 業 名   保育所等整備交付金 

    ○ 代 表 者   社会福祉法人本城福祉会 理事長 平野 兼弘 

    ○ 交付の種類   交付金（国・町） 

    ○ 交 付 額   ７１，３０４，０００円 

    ○ 交付年月日   令和６年１月２６日 

 

① 事業の目的 

社会福祉法人本城福祉会「国見保育園」の園舎の改修 

 

② 組織の概要（令和６年４月１日現在） 

理事長１名、評議員７名、理事６名、監事２名、園長１名、副園長１名 

定員６０名 

 

③ 会計の概要 

 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に基づき、国庫交付金（交付基

準額）及び町交付金（交付基準額の 25％）により交付している。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 昭和 55 年 4 月に整備された園舎であり、建築基準法前の耐震基準となって

いた。経年劣化による老朽化が進行しており、施設の改修により利用者の安

全確保と利便性の向上が図られた。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 交付金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など適正に処理され、目

的に沿って問題なく執行されている。 

 将来を担う子供たちが快適に過ごせる施設の完成により、安全確保と利便

性の向上が図られており子供たちの成長が楽しみである。 
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４．社会福祉法人南日福祉会 
 

○ 監査年月日   令和６年１１月１１日 

○ 事 業 名   障害児保育事業 

○ 代 表 者   社会福祉法人南日福祉会 理事長 上原 樹緑 

○ 交付の種類   補助金（町） 

○ 交 付 額   ８８９，０００円 

○ 交付年月日   令和６年５月２２日 

 

① 事業の目的 

  社会福祉法人南日福祉会「あけぼのこども園」に在籍する障害児に係る人

件費の補助。 

 

② 組織の概要（令和６年４月１日現在） 

理事長１名、評議員７名、理事６名、監事２名、園長１名、副園長１名 

定員６０名 

 

③ 会計の概要 

 肝付町障害児保育事業補助金交付要綱に基づき、規定する保育士を配置し

た場合の対象経費（人件費）に係る補助基準額を交付している。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 障害児の受け入れに係る人件費を補助することで、必要な保育士の確保に

繋がり、対象児童に対するきめ細やかな配慮やサポートを実現することがで

き安全性が確保された。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など適正に処理され、目的

に沿って問題なく執行されている。 

 保育士の確保や対象児童に対するサポート体制の充実を図るためにも、引き

続き対象児童の保育支援に万全を期されたい。 
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５．社会福祉法人南日福祉会 

 
○ 監査年月日   令和６年１１月１１日 

○ 事 業 名   保育対策総合支援事業（保育環境改善等事業） 

○ 代 表 者   社会福祉法人南日福祉会 理事長 上原 樹緑 

○ 交付の種類   補助金（国） 

○ 交 付 額   ３５０，０００円 

○ 交付年月日   令和６年５月２０日 

 

① 事業の目的 

  社会福祉法人南日福祉会「あけぼのこども園」が所有する送迎用バスに児

童等の所在の見落としを防止する装置の導入費補助。 

 

② 組織の概要（令和６年４月１日現在） 

理事長１名、評議員７名、理事６名、監事２名、園長１名、副園長１名 

定員６０名 

 

③ 会計の概要 

 令和５年度保育対策総合支援事業費補助金（保育所等改修費等支援事業等）

交付要綱に基づき、車内置き去り防止安全装置の導入に係る経費に対して、送

迎用バス１台あたり１７５，０００円以内の定額補助を交付している。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 施設が運営する送迎バス等に、児童の所在の見落としを防止する安全装置

を導入したことで、送迎バスを利用する児童の安全性が確保された。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など適正に処理され、目

的に沿って問題なく執行されている。 

 安全装置の整備のみに頼らず、送迎バス等の見落とし防止については十分

な体制を整え、これからも児童の安全性に万全を期されたい。 
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６．一般財団法人肝付町農業振興センター 
 

○ 監査年月日   令和６年１１月１２日 

○ 事 業 名   一般財団法人肝付町農業振興センター運営負担金 

○ 代 表 者   一般財団法人肝付町農業振興センター 

〇          代表理事 福元 了 

○ 交付の種類   負担金（町） 

○ 交 付 額   ３５，０９０，０００円 

○ 交付年月日   令和５年４月１２日 

 

① 事業の目的 

農業の振興と農村の活性化に関する事業を行い、農業者の経済的かつ社会

的地位の向上と活力ある地域社会の維持・発展に寄与する。 

 

② 組織の概要 

理事３名（うち代表理事１名）、評議員４名、監事１名、 

評議員選定委員５名 

 

③ 会計の概要 

 肝付町農業振興センターの運営に対する負担金に関する要綱に基づき、拠

出する負担金の使途及びその優先順位に関し必要な事項により負担金を交付

している。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 肝付町農業振興センターが主に行っている就農者育成事業では、これまで新

規就農研修生８名、雇用就農生８名が研修を終えて営農しており、本町の貴重

な担い手を輩出している。受委託促進事業においては、労働力不足が叫ばれる

中、既存の受託農家との競争を避けながら地域の農業の一助となっている。ス

マート農業の実証栽培（養液栽培）では当初の目的である企業誘致は達成でき

ていないが、農業振興センターの収益事業として成り立っている。また、地域

に雇用創出、小中学校の研修の場としても地域貢献に寄与している。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 負担金に関する会計処理及び事業実績の報告など適正に処理されているが、

養液栽培の取組みでは、事業開始から６年目となり、当初の目的である企業

（農業法人など）の誘致が達成されていないのが現状である。 

 企業（農業法人など）の誘致を図るためには、養液栽培において蓄積され

た情報を公表し、今後は町と農業振興センターの役割をしっかり協議し、企

業参入に向けて取組むことが必要であると考える。 

また、養液栽培に係る令和５年度の収支状況を確認すると、面積 30ａに対
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し、売上額が約 2,286万円で利益額が約 350万円となり、事業収益として大き

な役割を果たしており、雇用の確保にも繋がっていると見受けられた。 

スマート農業は、これからの農業を担っていく重要な取組みだと考える。 

今後も目的を達成できるよう更なる成果を期待したい。  
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７．一般財団法人肝付町農業振興センター 

 
○ 監査年月日   令和６年１１月１２日 

○ 事 業 名   雇用就農事業 

○ 代 表 者   一般財団法人肝付町農業振興センター 

〇          代表理事 福元 了 

○ 交付の種類   補助金（町） 

○ 交 付 額   ７，４８８，４３４円 

○ 交付年月日   令和５年４月２４日 

 

① 事業の目的 

肝付町内で新規に独立就農する強い意志を持つ新規就農希望者を嘱託職員

として雇用就農し、多品目の実践的な作業従事等により就農に必要な知識と

経験を身に着け、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。 

 

② 組織の概要 

理事３名（うち代表理事１名）、評議員４名、監事１名、 

評議員選定委員５名 

 

③ 会計の概要 

 肝付町雇用就農支援事業実施要項に基づき、要件を満たしている事業実施

主体に対して、雇用就農生の人件費等に係る補助金を交付している。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 これまで１０名の研修生を輩出して、現在８名の方が営農を続けている。 

令和５年度においては、当初４名の雇用就農生の研修を行い、２名が独立し

て就農し、１名を新規で就農生として雇用しており、令和５年度末では３名の

雇用就農生が研修を行っている。 

今後の肝付町の農業を背負っていく貴重な担い手となっている。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など適正に処理され、目

的に沿って問題なく執行されている。 

 農業の担い手を育成し、貴重な農業後継者を輩出している事業であること

から、引き続き新規就農者の確保に向けた取組みを推進していただきたい。 
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８．肝付町農林業技術員連絡協議会 

 
○ 監査年月日   令和６年１１月１２日 

○ 事 業 名   運営補助金 

○ 代 表 者   肝付町農林業技術員連絡協議会 会長 竹之下 記與 

○ 交付の種類   補助金（町） 

○ 交 付 額   ５０，０００円 

○ 交付年月日   令和５年８月９日 

 

① 事業の目的 

肝付町農林業の発展を期するため農林技術体制を整備し、資質の向上を図

り、相互の連携及び親和を促進し、肝付町農林業の振興に寄与する 

 

② 組織の概要 

会長１名、副会長３名、監事２名、会員数５９名 

 

③ 会計の概要 

 決算額 

  歳 入：６１７，３０８円 

歳 出：５０３，３７０円 

  繰越額：１１３，９３８円 

 歳入の主なものとして、補助金 270,000 円（町 50,000 円・鹿児島きもつき

農協 100,000円・大隅森林組合 50,000円・内之浦森林組合 50,000円・共済組

合 10,000 円・高山土地改良区 10,000 円）、会費 177,000 円、前年度繰越金

153,507円等である。 

 歳出の主なものとして、各部会への活動費 440,000円、大隅地区農林技術協

会への負担金 35,000円、総会などの会議費 28,040円等である。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 本町の農林業発展のため、視察研修の実施や意見交換会の開催により農林技

術体制の整備、相互の連携及び親和を促進することにより会員の資質の向上に

つながった。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など適正に処理され、目

的に沿って概ね問題なく執行されている。 

４つの各部会へ活動費として支出をしているが、各部会においても出納関

係書類等の整備には万全を期されたい。 
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９．肝付町認定農業者連絡協議会 

 
○ 監査年月日   令和６年１１月１２日 

○ 事 業 名   運営補助金 

○ 代 表 者   肝付町認定農業者連絡協議会 会長 藤井 勇次 

○ 交付の種類   補助金（町） 

○ 交 付 額   １００，０００円 

○ 交付年月日   令和６年５月２２日 

 

① 事業の目的 

農業経営改善計画の目標達成と、会員相互の親交交流及び協調を図り、ゆ

とりある農業、豊かな農家生活を築くとともに、本町農業振興に寄与する。 

 

② 組織の概要 

会長１名、副会長１名、書記会計１名、部会長７名、監事２名、 

会員数１２７名 

 

③ 会計の概要 

 決算額 

  歳 入：１，０８８，７３６円 

歳 出：  ８２８，６００円 

  繰越額：  ２６０，１３６円 

 歳入としては、会費 635,000円、補助金 200,000円（町 100,000円・鹿児島

きもつき農協 100,000円）、前年度繰越金 253,736円である。 

 歳出の主なものとして、各部会への活動費 508,000 円、総会などの会議費

220,840円、役員手当 59,000円等である。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 旧東部５ケ町交流会をはじめ、各部会による研修及び農業用廃プラスチック

回収等の実施により会員相互の親交が図られ豊かな農家生活と農業振興に貢献

した。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 補助金に関する会計処理など概ね適正に処理され、目的に沿って執行され

ているが、交付年月日が出納閉鎖期間中に交付されているので、早めの交付

に努められたい。 

 また、７つの各部会へ活動費として支出をしているが、各部会においても

出納関係書類等の整備には万全を期されたい。 
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１０．肝付町科学する農業研究会 
  

○ 監査年月日   令和６年１１月１２日 

○ 事 業 名   運営補助金 

○ 代 表 者   肝付町科学する農業研究会 会長 下園 政雄 

○ 交付の種類   補助金（町） 

○ 交 付 額   １００，０００円 

○ 交付年月日   令和５年６月２９日 

 

① 事業の目的 

科学的なデータを得ながらそれを基に技術に反映させ、実践に活かし、農

家所得の向上と作業効率化を進めるとともに、本町の農業発展に寄与する 

 

② 組織の概要 

会長１名、副会長１名、書記会計１名、監事２名、会員数９名 

 

③ 会計の概要 

 決算額 

  歳 入：２８９，４１０円 

歳 出：１３６，２１８円 

  繰越額：１５３，１９２円 

 歳入としては、補助金 100,000 円（町）、会費 45,000 円、前年度繰越金

144,410円である。 

 歳出としては、視察研修等による活動費 99,730 円、総会などの会議費

33,800円、事務費 2,688円である。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 県外の先進地研修・視察を実施し、最先端技術の情報収集を行いながら、本

研究会で環境測定機器を購入し、これまでの経験値だけでなく数値による見え

る化を行い、農業振興を図った。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など適正に処理され、目

的に沿って問題なく執行されている。 

 農家人口が減少する中において、画期的な方法を用いて農業に新しい風を

吹かせるべく努力している。 

 今後更なる努力に期待する。 
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１１．第５肝付野菜生産組合 

 
○ 監査年月日   令和６年１１月１２日 

〇 事 業 名   活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金 

○ 代 表 者   第５肝付野菜生産組合 組合長 矢野 勇樹 

○ 交付の種類   補助金（国・県・町） 

○ 交 付 額   ８８，８９６，０００円 

○ 交付年月日   令和５年１２月２０日 

 

① 事業の目的 

活動火山の降灰の被害を最小限に防止し、農業者の経営安定化及び野菜生

産の産地化に取り組むための被覆施設導入を支援する 

 

② 組織の概要 

組合長１名、書記会計１名、監事１名、組合員数５名 

 

③ 会計の概要 

 活動火山周辺地域防災営農対策事業実施要領、鹿児島県活動火山周辺地域

防災営農対策事業補助金交付要綱及び肝付町施設園芸ハウス設置促進事業補

助金交付要綱に基づき、補助率が国庫 55％・県費 10％・町費 5％により、補

助対象経費に対する 70％の補助金を交付している。 

  総事業費：129,914,400円 補助対象経費：126,997,024円 

  国庫：69,848,000円 県費：12,699,000円 町費：6,349,000円 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 令和５年度完了分 第５肝付野菜生産組合 被覆施設 ３棟 ５，７６０㎡ 

（１号棟：1,843㎡、２号棟：1,958㎡、３号棟：1,958㎡） 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など適正に処理され、目

的に沿って問題なく執行されている。 

 多額の資金を投資し、農業経営に従事している。町・県など農業経営に対

するサポート体制を充実させることが必要であると感じた。経営の安定化・

野菜生産の産地化に取り組むことを目指し、成果を上げていただきたい。 

 また、施設の整備状況など現場を見せていただいた。農作業の効率化を図

ることから、環境制御装置を導入し取り組んでいることがわかった。 

 資材や燃料の高騰、環境問題による自然災害など、農業経営を取り巻く状

況は大変厳しいが、目標を達成できるよう頑張っていただきたい。  
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１１．第５肝付野菜生産組合（現地調査） 

 
○ 年 月 日   令和６年１１月１２日 

〇 事 業 名   活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金 

○ 代 表 者   第５肝付野菜生産組合 組合長 矢野 勇樹 
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１２．高山猟友会 

 
○ 監査年月日   令和６年１１月１２日 

○ 事 業 名   有害鳥獣捕獲隊運営補助金 

○ 代 表 者   高山猟友会 会長 二階堂 豊明 

○ 交付の種類   補助金（町） 

○ 交 付 額   ２５７，８００円 

○ 交付年月日   令和５年７月１３日 

 

① 事業の目的 

会員相互の連絡をはかり狩猟知識の普及、狩猟道徳の昂揚をはかり、合わ

せて有害鳥獣の駆除に協力することを目的に活動しており、肝付町が実施す

る有害鳥獣捕獲に従事する団体の運営の一部を助成する。 

 

② 組織の概要（監査時点） 

会長 1名、副会長１名、会計１名、監事２名、会員数３３名 

 

③ 会計の概要 

 決算額 

  歳 入：６１８，８６５円 

歳 出：５５１，８７０円 

  繰越額： ６６，９９５円 

 歳入の主なものとして、補助金 257,800円（町）、会費 249,720円、前年度

繰越金 100,958円である。 

 歳出の主なものとして、猪駆除銃器班に対する助成金 200,000円、役員手当

130,000円、事務・会計担当への賃金 100,000円等である。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 イノシシ等による農作物への被害防止対策の一環として、有害鳥獣の捕獲・

駆除を行うため、猟友会（有害鳥獣捕獲隊）への支援を実施し、有害鳥獣の個

体数の調整、被害の減少に繋げた。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など概ね適正に処理され、

目的に沿って執行されている。 

 貴団体における会則を確認すると、副会長は２名とあるが１名である。 

また、役員に対して手当を支出しているので、それぞれ会則を改正してい

ただきたい。  
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１３．肝付町体育協会 

 
○ 監査年月日   令和６年１１月１３日 

○ 事 業 名   運営補助金 

○ 代 表 者   肝付町体育協会 会長 有島 良一 

○ 交付の種類   補助金（町） 

○ 交 付 額   ２，２００，０００円 

○ 交付年月日   令和５年５月２９日 

 

① 事業の目的 

スポーツを振興し、町民の体力の向上・健康の増進を図るとともに、町民

相互の理解と融和を図りながら生活文化の向上に寄与する。 

 

② 組織の概要 

会長１名、副会長４名、常任理事６名、監事２名 

 

③ 会計の概要 

決算額 

  歳 入：４，０８３，４２９円 

歳 出：２，２３７，７３１円 

  繰越額：１，８４５，６９８円 

歳入の主なものとして、運営補助金 2,200,000円（町）、各種大会出場補助

金 230,000円（町）、前年度繰越金 1,577,710円である。 

 歳出として、各体協・専門部等への補助金 1,104,000円、体育協会主催によ

る各大会の大会費 1,052,504円、事務局費 81,227円である。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 令和５年度は「かごしま国体」が開催され町民運動会は開催できなかったが、

各種体育行事については、補助金を活用し、通常どおり開催することができス

ポーツ振興が図られた。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など概ね適正に処理され、

目的に沿って執行されている。 

 令和３年度の肝付町財政的援助団体等監査報告書にも指摘しているが、加

盟団体等への補助金交付要綱を整備されたい。 
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１４．肝付町青少年育成町民会議 

 
○ 監査年月日   令和６年１１月１３日 

○ 事 業 名   運営補助金 

○ 代 表 者   肝付町青少年育成町民会議 会長 上久保 秀樹 

○ 交付の種類   補助金（町） 

○ 交 付 額   ３００，０００円 

○ 交付年月日   令和６年１月２４日 

 

① 事業の目的 

青少年問題の重要性にかんがみ、広く町民の総意を集結し、町ぐるみで次

代を担う青少年の健全な育成を図る。 

 

② 組織の概要 

会長１名、副会長３名、監事２名 

 

③ 会計の概要 

決算額 

  歳 入：５５１，６５３円 

歳 出：３４３，９７２円 

  繰越額：２０７，６８１円 

歳入として、運営補助金 300,000円（町）、前年度繰越金 251,652円、預金

利息 1円である。 

 歳出として、校区に対する補助金 140,000円、校区事業費 106,072円、消耗

品購入などの需要費 97,900円である。 

 

④ 事業の成果（所管課より） 

 地域の絆が年々薄れている青少年を対象とした活動を各地域で行うことによ

り、地域内の異世代交流を図ることができた。 

 

⑤ 監査意見・指摘事項 

 補助金に関する会計処理及び交付申請や実績報告など概ね適正に処理され、

目的に沿って執行されている。 

 校区補助金として 1 校区 20,000 円を交付していることから、補助金交付要

綱を整備されたい。 
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★ ま と め ★ 

 

   令和５年度に財政的援助を与えた団体等として、各課（局・センター）長から提

出された「補助金等交付状況調べ」より、１２団体の監査を実施した。その結果、

帳簿の不備もなく、会計経理は概ね良好と認めた。 

 

   今後、検討及び改善すべき点を述べると次のとおりである。 

 

① 令和５年度補助金交付団体において、町職員が直接会計事務を担当している

補助金が２９件に上る。印鑑、通帳の保管には十分留意されたい。 

 

② 補助金の交付にあたり、各団体の活動内容の目的やその成果など関係書類・

現地確認の検査を行い、厳正に審査し交付されたい。 

 

③ 年度途中の役員交代により、事務処理が遅れた団体があったが、特に帳簿等

の不備もなく会計処理は概ね良好であった。 

令和６年度は初めての取組みとして「補助金等見直しガイドライン」が策定

され、各課見直し中であり、今後の補助金に反映されることと大いに期待す

るところである。 


